
（別紙５）

オルオルハウスかすみ
公表日 令和8年3月1日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 9 0

工夫： 中学生の増加や活動内容（プログラム、学習、おやつ等）に合わせて、

その都度テーブルの配置や遊びスペースを工夫して対応している

課題： 利用者数に対して室内が狭く感じる、あるいは目にみえて狭いと感じる

場面がある

東京都の基準通りの広さと定員も10名で運営

しています。また、様々な児童と活動の両立

が保てるように、グループ制を取り入れ、

パーテーションを活用するなど環境設定を工

夫しながら日々運営をしています。今後も利

用児童が安心して過ごせるように法令遵守を

しながら適切な運営に努めます。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である

か。
9 0

課題： 欠勤者が出た際に人員がギリギリになり精

神的な余裕がなくなる、あるいは配置がギリギリ

であると感じることがある

東京都の申請した基準の職員数の配置です。

また、児童の個別度合によって職員数を増や

して対応しています。

今後も、支援の質と児童との関係性を高めな

がら、基準通りの適切な配置での運営を実施

していきます。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や

情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

9 0

工夫： 絵カードやホワイトボードへの予定掲示な

ど、視覚的にわかりやすい構造化の工夫を行って

いる

玄関は構造上、バリアフリーとなっていない

為、手すりを設置しています。室内は視覚的

に活動の予定や取り組みの内容・説明等の情

報を伝えるために、ホワイトボードや掲示物

を活用しています。今後も配慮された空間作

りに努めます。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、

こども達の活動に合わせた空間となっているか。
9 0

工夫： 毎日清掃を行い、空気清浄機を設置し

て清潔な環境を維持している

サービス終了後、毎日の掃除と感染対策の為

の消毒を行っています。心地よく過ごせるよ

うに勉強スペース・プログラムスペース・フ

リースペースと分けています。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められ

る環境になっているか。 
9 0

工夫： 体調や状況に合わせて個別に休める場所や、児童

が落ち着けるための専用の部屋を確保している

課題： クールダウン等に使用する部屋のさらなる整備が

必要と感じる

児童の個別のニーズに応じてのスペースを提

供しています。今後も利用者のニーズに応じ

た柔軟な支援を行うための個別のスペースを

提供していきます。

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（目標設定と振り返り）

に、広く職員が参画しているか。
9 0

工夫： 行事後の振り返りや、朝礼での共有を

通じて業務改善に努めている

業務や支援の振り返りなど午後の打ち合わせ

にて勤務者全員で実施しています。また、打

ち合わせを記録し、把握・共有に努めていま

す。活動、行事などの目標は計画書にて明確

にし共有しています。今後も業務の改善に努

めます。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けて

おり、その内容を業務改善につなげているか。
9 0

保護者等向け評価表の集計後、職員の共有

ファイル・保護者が観覧できるファイルに入

れ、保護者の意向の把握に努めています。

また、改善点についてミーティングにて話し

合い、今後の業務の改善に努めます。

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につ

なげているか。
9 0

工夫： 定期的な面談の実施や、その都度上長へ報告・相

談できる体制がある

課題： 年1回の面談はあるが、指摘した事項がどのよう

に改善されたかが分かりにくい場合がある

支援に入る前に全体での打ち合わせを毎日実

施し、児童のケースや職員の役割を確認する

と共に雇用形態に関係なく自由に発言しやす

い場となるよう努めています。又、定期的に

職員の個別面談も行い、業務の改善に繋げて

います。
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9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。
9 0

課題： 実施状況について「把握していない」

とする従業者がいる

法人内でスタッフ間のジョブローテーション

を行うなどにより業務改善に繋げています。

また、プログラムの一部では外部より講師の

方を招き、客観的な視点から評価も得ていま

す。また、関係各所からの見学の希望など

は、積極的に受け入れ、情報共有に努めてい

ます。

今後は第三者評価の導入も検討し、実施する

ように努めます。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研

修を開催する機会が確保されているか。
9 0

工夫： 月に1〜2回、または長期休暇を除き毎月必ず研修

を実施し、質の向上を図っている

月２回、全職員を対象で専門的な知識を学ぶ

研修とプログラムの向上の為の研修を行って

います。また、昨年度より常勤職員対象の研

修や、全職員対象のレベル別研修も加えて実

施し、更なる支援の向上に努めています。更

に、不定期で外部研修への参加、資格取得の

サポートも実施しております。スタッフにお

いても、他事業所でのジョブローテーション

の機会を取り入れ、支援の幅を広げていま

す。今後も知識や技能の向上のために努めて

いきます。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 9 0

支援プログラムはそれぞれの児童のニーズに

基づき専門的な職員により作成しています。

その内容は、保護者に直接実施方法や目的を

明確に示し、どのような支援をするのか説明

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者の

ニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を

作成しているか。

9 0

契約前にアセスメントをするため保護者より

児童の様子を聞き取る時間があります。その

上で支援計画を作成して保護者様の同意を得

てから支援に入っています。

13

放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任

者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども

の最善の利益を考慮した検討が行われているか。 

9 0

事業所の環境設定・イベントの計画やスケ

ジュール・職員の役割分担等、運営サービス

における内容は、全職員と共有・相談し共通

理解を進めながらチームで支援できるよう、

日々のミーティングや振り返りの場を設けて

います。

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が

行われているか 。
9 0 工夫： 朝礼の際などに情報を共有している

日々のミーティングにおいて、どの職員も把

握できるよう共有しています。又、記録に残

しいつでも確認できるようファイリングして

います。

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマル

なアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセ

スメントを使用する等により確認しているか。

9 0

支援においてフォーマルなアセスメントとイ

ンフォーマルなアセスメントを使用し、適応

行動へのアプローチをするよう心掛けていま

す。思春期の支援としては、細かな適応行動

の承認はとても大切な事であり、今後も児童

一人一人の想いに寄り添った支援を心がけて

いきます。

16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライン

の「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家

族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支

援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定さ

れ、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

9 0

本人支援として、個別支援計画の明確化と目

標の設定を行い、特性や状況に応じた適切な

支援を行っています。家族支援として、保護

者への情報提供と相談・連携・家庭での支援

や対応へのサポートを行っています

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 9 0

工夫： 理念（ビジョン・ミッション）や

PDCAサイクルについて、職員間で協議して決

定している

行事やプログラムを各従業員より案を出して

もらいチームで決定しています。講師が入る

プログラムは振り返りをしながら立案を頂い

ています。また、従業員のみで進める活動

は、朝礼等を活用し立案しています。今後も

多角的にプログラムの立案が出来るようチー

ムで実施していきます。
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18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 9 0 工夫： 毎日異なるプログラムを組むよう工夫している

毎日の活動が固定化しないよう日替わりのプ

ログラムを実施しております。どのプログラ

ムも療育的観点から常に児童の成長を促すべ

く柔軟に設定を見直しながら日々より良いプ

ログラムを目指しています。また、外出やイ

ベント等を企画し、地域資源の活用や社会と

のつながりも大切にしています。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課

後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。
9 0

工夫： 児童の状況に応じ、プログラムや自由時間を利用

して個別に合わせた活動を組み合わせている

。また、成長に合わせた新しいイベントも取り入れてい

る

面談等の際には児童の状況に合わせて集団と

個別での各視点で個別支援計画書を作成し、

日々の支援を行っています。今後も児童の状

況に応じて支援計画を作成していくように努

めます。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内

容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っている

か。

9 0 工夫： 朝礼をしっかり行い、役割分担を含め
た共通理解を持って支援にあたっている

打ち合わせの前にケース記録や引き継ぎ簿を

各従業員が確認する流れになっています。支

援に入る前に全体での打ち合わせを毎日実施

し、その際に児童のケースや職員の役割を確

認しております。役割はホワイトボードに掲

示されており、視覚的な形で確認できるよう

になっています。今後も各従業員が日々安定

した支援ができるよう、育成に努めてまいり

ます。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の

振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。
9 0

工夫： 朝礼や個人単位での振り返り、または必要に応じ

てその都度振り返りを実施している

課題： 業務終了間際など、全員での終礼（振り返り）の

時間を十分に確保することが難しい日がある

勤務時間内での終礼は難しいです。そのため

ケース記録や引き継ぎ簿などで記録を残して

おき、後日に支援の振り返りなどを共有でき

るように努めています。なお、ヒヤリハット

や児童の様子などで変化があった際には、当

日に振り返りを実施しています。

今後も可能な限りで、当日振り返りができる

ように努めていきます。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につ

なげているか。
9 0

日々の支援内容や児童の様子をケース記録と

して記録に残し、その記録も翌日の支援へ反

映することで児童との関りや支援への検証・

改善に繋げています。職員全員の細かな気付

きを大切にすることで、思春期の児童の成長

や心の状態の把握に努めています。

23
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの

必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。
9 0

課題： モニタリングの時期が重なり、業務が

集中することがある

日々の児童の様子をケース記録に残しながら

検証と改善につなげています。他に外部講師

のプログラムは振り返り用紙で記録を残して

職員間で回覧しています。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組み

合わせて支援を行っているか。
9 0

日々の取り組みは「４つの基本活動」を複数

組み合わせた支援となっています。また、高

学年を対象としているので、それぞれの活動

が能動的な取り組みとなるよう、様々な工夫

25
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定

をする力を育てるための支援を行っているか。
9 0

自由な遊びや自分で選択できる遊びの場を盛

り込んでいます。また、イベントではグルー

プでやりたいもの、行きたい場所等を決定し

自発的に行動できるように支援しています。

26
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、

そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。
9 0

工夫： 管理者が会議に出席し、内容を職員間

で共有している

課題： 詳細を把握していない職員がいる

サービス担当者会議は児童発達支援管理責任

者が参加しています。

27
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、教

育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。
9 0

工夫： 隣接する関係機関と連携して支援を
行っている

主治医や協力医療機関、障害福祉施設、学校

等との連携体制を整えています。今後はその

他の関係各所との連携も進めての支援を心掛

けて行きます。

28

学校との情報共有（年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻

の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）を適

切に行っているか。

9 0
工夫： 保護者を介した共有や、学校との直接

的な情報共有を行っている

保護者や学校から下校時刻表や年間行事予定

表を貰って把握しています。また送迎時に遅

れ等が生じそうな場合は直接学校側に連絡を

取ることで連携を図っています。また、ケー

ス会議の場に学校の担当の先生等に出てもら

い、情報共有の場も設定しています。
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29
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援

事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。
9 0

契約の前の保護者からの聞き取りで就学前の

情報を貰っています。また、必要に応じて相

談支援事業所や前事業所とも連携を図ってい

ます。

30

学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等

へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している

か。

9 0

学校を卒業して成人の事業所へ移行する際

は、支援内容等の情報を提供し連携を図るよ

う努めています。

31
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー

パーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。
9 0

課題： 具体的な連携状況を把握していない職

員がいる

児童発達支援センターは地域にない為、相談

支援事業所の主事が代わりに担っていると考

えています。その為、主事と定期的に意見交

換を行っています。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する

機会があるか。
9 0

課題： コロナ禍以降、交流の機会が減少して

いる

今後は児童クラブ等、他施設との交流の場が

できることを期待する声がある

地イベント外出により障害のない子供と接す

る機会を設けています。

33 （自立支援）協議会等へ積極的に参加しているか。 5 4
課題： 「把握していない」「聞いたことがな

い」といった回答が散見される

青梅市の放課後等デイサービス連絡協議会が

開催された際は、参加しています。今後も協

議会等へ積極的に参加と職員へ周知していき

ます。

34
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課

題について共通理解を持っているか。
9 0

工夫： 送迎時（帰りの送り時）などに、その

日の児童の様子を詳しく伝えている

自宅への送りや保護者のお迎えの際、各従業

員が児童についての様子などの情報を伝え、

共通理解がもてるように保護者へ働きかけて

います。

35

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラ

ム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機会

や情報提供等を行っているか。 

7 2

保護者の悩みや負担が少しでも軽減できるよ

うに、知り得た知識や情報は保護者に伝える

よう努めています。今後も児童のより良い成

長をサポートできるように、保護者とも連携

を図ってまいります。

36
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っ

ているか。
9 0

工夫： 契約時に説明を行い、変更があった際

も通知を徹底している

運営規定や支援内容、利用者負担等は契約の

際に保護者へ説明しています。また、運営規

定は事業所玄関に掲示しております。

37

放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思

の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや

家族の意向を確認する機会を設けているか。 

9 0

契約前のヒアリングにより個別支援計画を作

成し、個別に支援目標を設定したうえで支援

を行っています。定期的にモニタリングを行

い児童や家族の意向を確認する機会を設けて

います。発達の課題に沿いながら専門の職員

における個別での対応も適宜行っています。

38
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、

保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。
9 0

定期的に保護者面談を行い、個別支援計画を

示しながら個々の特性と成長段階、支援目標

の進捗や見直しについて説明しています。

39
家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要

な助言と支援を行っているか。
9 0

工夫： 送迎時などに子育ての相談があれば上

長と連携して対応している

主に保護者からの子育ての悩み等に対する相

談は専門の職員が窓口となり対応していま

す。なお、相談方法は連絡帳や電話での相談

や個別面談で応じています。

40

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、

保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、

きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。

9 0
工夫： 保護者会を開催し、支援の場を設けて

いる

例年、約半年に一度のペースで保護者間同士

の連携等の目的で保護者会を実施ておりま

す。毎年行われるアート展では、ご家族や地

域のが自由に参加できるワークショップを開

催し兄弟同士で交流する機会を設けていま

す。今後も家族・兄弟での交流の場の設定に

努めていきます。

41

こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも

に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対

応しているか。

9 0

保護者からの苦情については管理者が対応し

ています。また児童からの意見については各

職員から管理者へ報告し、職員間で共有する

とともに改善や説明に努めています。今後も

迅速かつ丁寧な説明が出来るよう努めていき

ます。
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42

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対し

て発信しているか。

9 0

工夫： 毎月のお知らせ（お便り）の発行や、

ブログ・ホームページによる情報発信を行っ

ている

年間行事については契約の際に説明するとと

もに保護者会でも報告しています。月間行事

(イベント)予定は、利用希望表と共にイベン

ト内容の詳細をお便りで配布しています。ま

た、児童向けにイベント予定を事業所内に掲

示しています。日々の活動内容については

43 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 9 0
工夫： 情報が漏洩しないよう、鍵付きの保管

場所を使用するなど徹底している

個人情報の取り扱いは鍵付き書庫で保管して

います。また、個人情報の書類を破棄する場

合は必ずシュレッターにて、漏えいしないよ

うにしています。そして、ブログ等で個人が

特定されるような写真には加工を施すなどの

対応をしています。今後も個人情報の保護に

努めていきます。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮を

しているか。
9 0

文字や絵をホワイトボードやお便りなどで視

覚的に解りやすく掲示するなどの配慮をして

おります。今後もより良い情報伝達が図れる

よう努めていきます。

45
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。
8 0

工夫： 年1回のアート展や、ひな祭り等の季節行事を通

じて交流の場を設けている

課題： 具体的に地域住民を招待する活動は行えていな

い、または難しいと感じている職員がいる

例年、アート展を開催することにより地域に

開かれた事業所運営を図っています。今年度

も令和7年2月に開催を予定しています。

46

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染

症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発

生を想定した訓練を実施しているか。

9 0
BCP（事業継続計画）の研修や避難訓練を定期的に実施

している

契約の際、保護者へ重要事項に沿って説明し

ています。会社においては感染症対策委員会

を設置し、マニュアルの策定、職員研修を行

い発生を想定した訓練をしています。今後も

感染症対策に努めていきます。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備え、

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。
9 0

法令に則り定期的に避難訓練を行っていま

す。今年は令和6年3月と９月に行いました。

今後は様々なケースを想定しての訓練等も実

施していきます。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認して

いるか。
9 0

契約の前に保護者と児童についての聞き取り

を行い、服薬や予防接種、てんかん発作等の

状況の確認を行っています。

49
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応が

されているか。
9 0 工夫： 保護者から詳細な情報を入手し、対応している

契約の前に保護者と児童についての聞き取り

を行い、アレルギーの有無などの確認を行っ

ています。食物アレルギーの児童については

アレルギー除去のおやつ等を依頼しており、

その扱いについては職員と共有し十分に留意

しています。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置

を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。
9 0

委員会を設定し、指針の作成とマニュアルの

整備、研修の実施と必要な訓練を行っていま

す。今後も引き続き安全管理が十分された中

で支援が行われるよう努めていきます。

51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計

画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。
9 0

契約の際に、非常時の避難場所の確認、避難

訓練の取り組みの説明をしています。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検

討をしているか。
9 0

工夫： 朝礼で共有し、再発防止に努めている。また、情

報を目に届く場所に掲示している

ヒヤリハットと思われるケースについてはヒ

ヤリハット報告書を作成し、職員間で共有で

きるようにしています。その報告書をもとに

ヒヤリハットが起きる可能性がある箇所や児

童同士のトラブルについては各従業員との打

ち合わせで改善策等を共有し、事故防止に努

めていきます。

53
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をし

ているか。
9 0

工夫： 虐待防止委員会を設置し、定期的な研修を行って

適切な対応を学んでいる

各従業員との打ち合わせで虐待の防止につい

て話し合い、共通理解を持つように働きかけ

ています。委員会の設置や、従業員への研修

も行っています。また、虐待防止のリーフ

レットも職員室に掲示し、いつでも目につく

よう努めています。
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54

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決

定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後

等デイサービス計画に記載しているか。

9 0

保護者には契約の際に、やむを得ず身体拘束

を行う場合についての説明をしています。会

社においては身体拘束委員会を設置し、職員

研修も行っています。
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